
 

議案第１６４号 

 

川崎市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年１１月２４日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市準用河川占用料徴収条例の一部を改正する条例 

川崎市準用河川占用料徴収条例（平成１２年川崎市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

第２条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、占用期間が１月未満であるものについての流水

占用料等の額は、同項の規定により算出した額に１００分の１１０を乗じて

得た額とする。 

 第２条に次の１項を加える。 

４ 第１項及び第２項の規定により算出した額に１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

別表土地占用料の項中「２３０円」を「２８０円」に、「３５０円」を「４

３０円」に、「４７０円」を「５８０円」に、「２００円」を「２５０円」に、

「３２０円」を「４００円」に、「４４０円」を「５５０円」に、「２０円」

を「２５円」に、「４００円」を「５００円」に、「８円」を「１０円」に、

「１２円」を「１５円」に、「１８円」を「２２円」に、「２４円」を「３０

円」に、「３６円」を「４５円」に、「４８円」を「６０円」に、「８５円」



 

を「１００円」に、「１２０円」を「１５０円」に、「２４０円」を「３００

円」に、「１３０円」を「１６０円」に、「７６０円」を「８９０円」に改め

る。 

   附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

準用河川の土地占用料の額を改定するため、この条例を制定するものである。 




